
１ 地方財源の確保と地方創生の推進について 
【内閣府、総務省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪提案・要望事項≫ 

１ 地方が安定的に財政運営を行えるよう、次の事項に取り組むこと。（総務省） 

（１） 社会保障関係費が累増する中、地方は、給与関係経費などの削減により財源を 

捻出し、人づくりや子ども・子育て支援などの地方創生・人口減少対策、地域経済

の活性化策や国土強靭化のための防災・減災対策などを実施してきた。 

地方が、引き続き、地域や住民が必要とする行政サービスを十分担えるよう、2019

年度以降の一般財源総額の適切な確保について「経済財政運営と改革の基本方針

2018」等に明記するとともに、必要額を確保すること。 

（２） 本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう地方交付

税総額の確保を図ること。 

（３） 財源不足の解消は、地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な見直しにより

対応し、特例的な措置である臨時財政対策債は廃止すること。また、これまで発行

された臨時財政対策債の償還財源を確実に確保すること。 

２ 地方創生の取組を着実に推進するため、地方の主体性を尊重し、次の事項に取り組む

こと。（内閣府、総務省） 

（１） 地方創生推進交付金について、確実に予算措置するとともに、地方公共団体が 

自由な発想のもと、施設整備も含めて地域の実情に応じた取組が行えるような制度

にすること。 

（２） 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の認知度向上のための普及啓発等を積極的

に行うとともに、ＳＤＧｓ達成に向けて取り組む地方公共団体に対して、継続的に

財政措置を行うこと。 

（３） 定住自立圏の中心市要件を満たす都市がない圏域において、連携協約を締結して

定住の受け皿づくりに取り組む市町村に対する財政措置を創設すること。 

 

しあわせ信州創造プラン 2.0 
（長野県総合５か年計画 2018 年度～） 

 

＜県の総合計画に SDGｓの考え方がビルトイン＞ 
 ✔概ね 2030 年の将来像を実現するための今後５年間の行動計画 

 ✔SDGｓの達成に寄与するもの 

【基本目標】 

    確かな暮らしが営まれる美しい信州 
        ～学びと自治の力で拓く新時代～ 
 「確かな暮らし」：「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの考え方に呼応 

 「美しい」：豊かな自然や農山村の原風景などの美しさ（持続可能） 

持続可能な地域づくり 

 

 

学びと自治の力による「自立・分散型社会の形成」 

   

 

  誰もが学べる環境づくり 
○信州こどもカフェの普及拡大 

○信州・タウンキャンパス構想の

実現 

  

ステークホルダーが主体的に学び、協働しながら地域の課題解決に取り組み、 

多様な地域の個性を活かす自立・分散型社会をめざす。 

 

  地域内経済循環の促進 
○エシカル消費の促進 

○再生可能エネルギー 

 100％地域実現 

≪しあわせ信州創造プラン 2.0 とＳＤＧｓ達成に向けた取組み≫ 

＊ 

⾧野県「ＳＤＧｓ未来都市」構想

 快適な健康長寿のまち・ 
むらづくり 
○自家用車に頼らない地域づくり 
○省エネ建築による断熱性能 
 向上促進 

 豊富な自然エネルギー資源 
 を活かしたエネルギー自立・ 
 分散型モデル地域の形成 

 

自治体SDGｓ
モデル事業
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【長野県内の現況・課題】 
１ 県及び市町村の財政状況 

○普通会計における社会保障関係費     ○地方債残高 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地方創生推進交付金の状況 

  ○課題：内容が類似する２種類の計画（交付金実施計画及び地域再生計画）を提出する

必要があるなど手続きが煩雑であるほか、原則としてハード事業が総事業費の半

分以下に制限されている。 

  ○代表的な活用事例 

   ・航空機産業集積化による地域イノベーションの創出 

     航空機システム関係の企業や研究開発機能が集積する 
     「アジアの航空機システム拠点」を形成。 

 

３ 定住自立圏の中心市要件を満たす都市がない圏域に対する支援の状況 

○定住自立圏の要件に該当しない大北・木曽地域に対しては、県独自に支援 

   

 

 

 

 

 

 

○大北地域の取組状況 

・５市町村で連携協約を締結し、「北アルプス連携自立圏」を形成。 

・H28 年から成年後見支援センター・消費生活センターの共同運営や、移住相談窓口連

携など連携事業（８分野 19事業）に取り組んでいる。 

  ○木曽地域の取組状況 

・６町村で連携協約を締結し、「木曽広域自立圏」を形成。 

・H30年から移住相談窓口の設置や公共交通の広域路線の共同運行などに取り組む予定。 

〔 県 〕 〔 県 〕 
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〔市町村〕 

＜参考：平成 30 年度地方財政計画＞ 

一般財源総額：62兆 1,159 億円（平成 29 年度地方財政計画比  ＋  356 億円、＋ 0.1％） 

  ・ 地方交付税  ：16 兆    85 億円（    〃     ▲3,213 億円、▲ 2.0％） 

  ・ 臨時財政対策債： 3兆 9,865 億円（    〃          ▲  587 億円、▲ 1.5％） 

臨時財政対策債 

(億円) 

(年度)  
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臨時財政対策債の残高が大きな割合を占める。 
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民生費は 10 年間で 1.5 倍に増加。 
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（県所管部局）総務部、企画振興部 

＜県の支援の内容（対象：大北・木曽地域）＞ 

人的支援：市町村の広域連携を担当する職員を県現地機関等（大町市、木曽地域振興局）に配置 
財政支援：市町村が締結した連携協約に基づく取組に対し、４年間を限度に経費の１／２を交付 

（H30 年度県予算額）34,020 千円 

（参考：連携中枢都市圏・定住自立圏の要件と特別交付税による財政措置） 

連携中枢都市圏：連携中枢都市（20 万人以上）1.2 億円程度、連携市町村 1,500 万円 

定住自立圏：中心市（原則５万人以上）8,500 万円程度、近隣市町村 1,500 万円 

〔市町村〕 

民生費 

社会福祉 

老人福祉 

児童福祉 

生活保護 

     等 

 

＊「経済財政運営と改革の基本方針 2015」では、平成 30 年度までの一般財源総額について、 
平成 27 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされている。 


